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研究成果の概要（和文）：本研究では，20世紀前半における国際的二重課税関連税制と，それに適応し，節税を
行った英日米多国籍企業の事例を研究した。本研究から、多国籍企業が国際的二重課税問題をうけ，多様な節税
技法を開発し，企業形態の改組，移転価格，過少資本，タックスヘイブンの利用などを行っていたことを明らか
にした。さらに、各国政府は国際連盟等の場で、他国政府と協調しながらも，自国に優位なように世界的な国際
課税制度を構築しようとしていた。マネジメント研究上の関心からみると、イギリス多国籍企業においては、税
金対策が多国籍企業の対外事業コントロールに影響を及ぼすことがあった。

研究成果の概要（英文）：This study explores the history of international taxation systems and 
multinational enterprises (MNEs) in the first half of the 20th century. The study clarifies that 
MNEs developed multiple tax planning methods (e.g. converting overseas branch into subsidiary, 
transfer pricing, thin capitalization, utilization of tax havens). Moreover, European and American 
governments endeavored to manipulate the international taxation order in the arena of the League of 
Nations. From the perspective of management studies, tax planning in some British MNEs changed their
 management styles to control overseas business.

研究分野： 経営史、経済史、国際経営、国際法学
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１．研究開始当初の背景 
近年，複数国に活動拠点を置く多国籍企業

が，企業所得に課せられる国際的二重課税を
回避し，更には各国ごとに異なる税制を利用
して節税していることが世界中で注目され
ている。こうした関心の高まりもあってか，
多国籍企業の節税技法，あるいはタックスヘ
イブンの成立経緯等を紹介・解明しようとす
る研究が増加している。 
しかし，多国籍企業と国際税制の関係を探

る研究は，国内外を問わず，現状で用いられ
ている節税スキームの解説，あるいは，投資
受入国・地域の税制の説明をもっぱら対象と
してきた。このため多国籍企業が，歴史的に
どのような節税行為を行ってきたのかが十
分に理解されてきたとは言い難い。また，企
業の一次史料を用いて，多国籍企業と節税に
ついて本格的に分析した研究は管見の限り
存在しない。つまり，経営史学的なアプロー
チを用い，長期の時間軸かつ企業の視線で，
節税行為がどう企業経営に影響を与えてき
たのかを探るといった研究は欠けている。そ
して，そもそも，節税に多国籍企業が目を向
けざる得ない状況にしたといってよい本拠
地国の国際的二重課税関連税制の変遷につ
いてもまとまった研究は数少なく，どのよう
な経緯をもってその国の税制が成立したの
かが明らかにされていない。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，多国籍企業の節税の歴史

を明らかにし，企業と税制の関係を考察する
ことにある。そして，その歴史の中でも，国
際的二重課税問題の発生源とされる第一次
大戦から，現在の国際税制の枠組みが一応定
まった 1940 年代後半までを対象時期とする。
これは，1950 年代以降は現状分析として，
多国籍企業と節税問題を取り扱う研究が一
定数，存在するのに対し，それ以前の時期の
研究はほぼ未着手であるからである。しかし，
この時期こそ，国際的二重課税問題の淵源で
あり，多国籍企業の節税技法の原基的ケース
が数多く残され，多国籍企業と国際税制の関
係に関して多くの示唆を与えるはずと考え
る。 
 こうした関心のもと，20 世紀前半において
世界最大の直接投資国であったイギリスを
事例として，当時のイギリスの国際的二重課
税関連税制と，それに適応し，節税を行った
イギリス多国籍企業の事例を研究する。 
さらに，第一次大戦を契機に世界的に起こ

った国際的二重課税問題に接して，すべての
国・多国籍企業がイギリス・イギリス多国籍
企業と同じ体験をしたわけではない。そして，
イギリスの特殊性，あるいは普遍性は，他国
の事例をみることでしか明らかにならない。
このため，本研究では，20 世紀前半の多国籍
企業と国際的二重課税問題の動態をより克
明に描き出すためにも，イギリス研究に加え，
他国の事例を取り入れる。 

３．研究の方法 
 研究の方法であるが，各国史料館所蔵史料
を蒐集し，分析を行った。 
(1). イギリス 
 英国歳入庁内部文書などの政府機関史料
に つ い て は National Archives に て ，
Federation of British Industries ，
Association of British Chambers of 
Commerce などの産業団体の史料について
は ， University of Warwick の Modern 
Record Centre, London Metropolitan 
Archives にて，企業史料については，
Imperial Continental Gas Association 関連
史 料 （ London Metropolitan Archives, 
Guildhall Archives）を中心に国際的二重課
税問題に関わる史料を蒐集し，分析を行った。 
(2). 日本 
 日本については，国際課税制度そのものに
ついては，既存の研究のサーベイを行った後
に，国立公文書館所蔵史料を中心に，，『明治
大正財政史』，『昭和財政史』，官報，帝国議
会史料，美濃部洋次史料を用いて戦前期日本
の国際課税制度の概要について把握に努め
た。外交史料館，濱田徳海，黒田英雄，石川
一郎史料，朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，
神戸大学新聞記事文庫についても利用を行
った。 
 日本企業の国際的二重課税に対する対応
については，企業社史を網羅的に調査すると
ともに，三井文庫，三菱史料館，National 
Archives of Records Administration，兼松史
料等を用いて，戦前期日本の対外進出企業の
税金対策に関する史料を蒐集し，分析した。 
(3). アメリカ 
アメリカについては，アメリカ経済史の潮

流についての把握をまず行い，さらに国際的
二重課税問題に関する研究の探索的なサー
ベイ調査を行った。 
(4). 国際連盟 
 研究を進めるにつれ，国際的二重課税問題
について議論の場になり，1928 年モデル租
税条約の制定など一定の成果をあげた国際
連盟の活動の分析が必要となった。このため，
League of Nations Archives（ジュネーブ，
スイス）にて，国際課税問題に関する資料蒐
集を行い，分析した。 
 
４．研究成果 
イギリスについては，イギリス多国籍企業

が，多様な節税技法を開発し，移転価格，過
少資本，タックスヘイブンの利用などを行っ
ていたことを明らかにした。特に注目したの
は，外国支店を子会社化し，そこに利益滞留
を行った事例であった。これは，資本面，人
事面で外国子会社の親会社からの自立を促
すことになり，外国子会社が高い自立性を持
つマルチナショナル型の多国籍企業戦略・組
織を英国企業が抱えもつ歴史的な一要因と
なった。もっとも，英国多国籍企業全体とし
てどの程度，国際的二重課税が重要な経営課



題となっていたかという網羅的な調査まで
は行えず，課題を残すこととなった。 
また一方で，英国企業は環境への適応ばか

りでなく，制度そのものの変化を起こそうと
した。こうした政治過程も分析対象とした。
1920 年財政法，1945 年の英米租税条約の設
立経緯を辿る研究の中で，英国多国籍企業，
Federation of British Industries (FBI)等の
経営者団体が，英国政府に圧力をかけ，国際
課税制度の構築に一定程度寄与していたこ
とも明らかにした。 
日本については，第二次大戦前日本の国際

課税制度についてまとめ，3.における資料を
用いながら体系的にまとめられることがな
かった戦前日本の国際課税制度の歴史を整
理すると共に，さらに，国際課税制度への日
本企業の適応過程を，米国，豪州，欧州，南
洋，中国，満洲に進出した企業に分けて分析
した。日本の大規模な多国籍企業において，
国際的二重課税問題は米綿買付商社，仏独進
出商社，兼松の事例を除けば問題にされるこ
とはほぼなかったという当面の結論を得た。
日本多国籍企業では，子会社への改組によっ
て対外事業へのコントロールが弱体化する
ことが節税よりも問題視され，このため既存
の国際課税制度を変化させる動機も弱かっ
たという仮説も提示した。 
アメリカについては，アメリカ制度学派研

究者である北川亘太との共同研究を通じて，
主に革新主義時代のアメリカ史，経済史につ
いて網羅的な二次文献調査を行うことで，ア
メリカ経済史の概観を得ることが出来た。そ
れを基礎に，更なるサーベイ調査を行い，国
際課税制度，アメリカ多国籍企業史について，
一次文献の調査は行わなかったもののある
程度の概観を得ることが出来たことから，こ
れを研究成果とすることができた。しかし，
イギリス，日本研究に比して低い実証水準に
とどまり，この解決を図るのには多大な時間
を有する可能性があることも分かった。 
日英米比較，関係史を含む両大戦会間期に

おける国際的二重課税問題について，国際連
盟における議論を，国際連合所蔵史料を用い
ることでつぶさに明らかにすることが出来
た。これらから，現在にまでつながるような
国際課税制度の構築にあたって，英米政府代
表が果たした貢献，日本政府代表の相対的な
無関心さを実証することが出来た。 
こうした研究成果を踏まえ，まずは英日分

析の深化が必要であり，この基礎の上に，ア
メリカ，他国（ドイツ，フランス等）の動向
を，二次文献を主に使いながらまとめていく
という今後の研究方針を立てることができ
た。 
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